
　　　　　　　　　　　加須市　建築形態規制一覧表　【市街化調整区域及び非線引き区域】 令和6年4月1日現在

210－1 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－2 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－3 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－4 60% 200% 0.6 ∠1.5 31m＋∠2.5 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

210－5 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－6 60% 200% 0.6 ∠1.5 31m＋∠2.5 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

210－7 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－8 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

210－9 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－1 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－2 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－3 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－4 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－5 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－6 60% 200% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

421－7 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－8 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－9 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－10 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－11 60% 200% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

421－12 60% 200% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

421－13 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－14 60% 100% 0.4 ∠1.5 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

421－15 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

424－1 60% 200% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

424－2 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

425－1 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

425－2 60% 200% 0.6 ∠1.5 31m＋∠2.5 5時間以上 3時間以上 ロ　3種

425－3 50% 100% 0.4 ∠1.25 20m＋∠1.25 4時間以上 2.5時間以上 ロ　2種

※1 容積率について、前面道路の幅員が12m未満の場合、「指定容積率の数値」と「道路幅員×容積率算定係数で求めた数値」のうち、小さい方の数値を採用します。（法第52条第2項） 【ホームページ】
※2 斜線制限欄、∠は水平距離に乗じる数値となります。 建築物の形態規制等について 建築形態規制図

※3 都市計画法第34条第11号で規定している区域で、開発許可等の基準で高さが制限される建築物用途もあります。（加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条第1項）

注意：都市計画の変更により形態規制等も変更することがありますので、その都度、加須市ホームページ等で確認して下さい。 約5.7MB

～お問い合せ先～
建築基準法の内容について…加須市建築開発課 建築指導担当へ
開発許可等の内容について…加須市建築開発課 開発指導担当へ
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